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お電話での問い合わせが困難な方は、お名前、FAX番号を明記の上、下記まで
ご連絡ください。担当へおつなぎします。広報広聴課　　083-934-2643

暮
ら
し

市議会１２月定例会日程 （予定）

■時間　各日10時から
（11日の予算決算委員会は本会議終了後）
※日程や時間は変更することがあります。

市議会事務局�☎ 083-934-2855

（1）ケーブルビジョンでは、一般質問や質疑
　の模様を放送しています。（10時～17時）
（2）インターネットでは、本会議開催日から
　１週間程度で録画配信を予定しています。閲覧にあたっ
　ては、山口市議会のウェブサイトからご覧ください。

テレビやインターネットでもご覧になれます

問

期　日 内　容

場　所

山口市役所本庁舎

（山口総合支所）

６階

12月１日（月） 本会議（初日）
市議会議場8日（月）

～11日（木）
本会議
（一般質問・質疑）

11日（木） 予算決算委員会 会議室603

15日（月） 教育民生委員会 第１委員会室
生活環境委員会 第２委員会室

16日（火） 総務委員会 第１委員会室
農林建設委員会 第２委員会室

18日（木） 予算決算委員会 会議室603
22日（月） 本会議（最終日） 市議会議場

▼
本
庁
舎
・
山
口
（
〒
７
５
３
‐
８
６
５
０
亀
山
町
２
‐
１
）
☎
０
８
３
‐
９
２
２
‐
４
１
１
１
▼
阿
知
須
（
〒
７
５
４
‐
１
２
９
２
阿
知
須
２
７
４
３
）
☎
０
８
３
６
‐
６
５
‐
４
１
１
１

▼
小
郡
（
〒
７
５
４
‐
８
５
１
１
小
郡
下
郷
６
０
９
‐
１
）
☎
０
８
３
‐
９
７
３
‐
２
４
１
１　
　
▼
徳
地
（
〒
７
４
７
‐
０
２
９
２
徳
地
堀
１
５
６
１
‐
１
）
☎
０
８
３
５
‐
５
２
‐
１
１
１
１

▼
秋
穂
（
〒
７
５
４
‐
１
１
９
２
秋
穂
東
６
５
７
０
）
☎
０
８
３
‐
９
８
４
‐
２
１
２
１　
　
　
　
▼
阿
東
（
〒
７
５
９
‐
１
５
１
２
阿
東
徳
佐
中
３
４
１
７
‐
２
）
☎
０
８
３
‐
９
５
６
‐
０
１
１
１

本庁舎 ・
総合支所

定
額
減
税
補
足
給
付
金
の

提
出
期
限
を
延
長
し
ま
し
た

定
額
減
税
補
足
給
付
金
の

提
出
期
限
を
延
長
し
ま
し
た

定
額
減
税
補
足
給
付
金
（
不
足
額
給
付
）

の
提
出
期
限
を
12
月
15
日
（
月
・
消
印
有

効
）
ま
で
延
長
し
ま
し
た
。
対
象
の
方
で

確
認
書
が
届
か
な
い
場
合
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
令
和
6
年
中
に
転
入
さ
れ

た
方
に
は
11
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

問

総
務
課
給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎

０
８
３
‐
９
３
４
‐
２
８
８
８

障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
の
交
付

障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
の
交
付

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
と
は
、
身

体
障
害
者
手
帳
等
の
交
付
を
受
け
て
い
な

い
65
歳
以
上
の
方
で
、
障
害
者
控
除
の
対

象
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
交
付
す
る
も
の

で
す
。
所
得
税
ま
た
は
住
民
税
の
申
告
や

年
末
調
整
を
す
る
と
き
に
、
こ
の
認
定
書

を
提
示
す
る
こ
と
で
、
本
人
ま
た
は
扶
養

者
が
、
障
害
者
控
除
や
特
別
障
害
者
控
除

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
対
象
者

(
全
て
に
該
当
す
る
方
)

市
内

に
住
所
を
有
す
る
65
歳
以
上
の
方
／
寝

た
き
り
の
方
ま
た
は
精
神
も
し
く
は
身

体
に
何
ら
か
の
障
が
い
が
あ
り
な
が
ら

身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
の
交
付
を
受
け

て
い
な
い
方

▼
手
続
き
方
法

障
害
者
控
除
対
象
者
認

定
申
請
書
と
、
左
記
の
い
ず
れ
か
を
山

口
市
役
所
本
庁
舎
（
山
口
総
合
支
所
）

１
階
９
番
の
窓
口
ま
た
は
各
総
合
支
所

総
合
サ
ー
ビ
ス
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

・
介
護
保
険
証
（
介
護
保
険
の
要
介
護
・

要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
方
）

・
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
に
係
る
診
断

書
（
介
護
保
険
の
要
介
護
・
要
支
援
認

定
を
受
け
て
い
な
い
方
）

※
詳
細
お
よ
び
申
請
に
係
る
様

式
等
は
下
の
二
次
元
コ
ー
ド

参
照
。

問

障
が
い
福
祉
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

２
７
９
４

12
月
３
日
〜
９
日
は

「障
害
者
週
間
」

12
月
３
日
〜
９
日
は

「障
害
者
週
間
」

「
障
害
者
週
間
」
は
、
国
民
の
間
に
広

く
障
が
い
者
の
福
祉
に
つ
い
て
関
心
と
理

解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
障
が
い
者
が
社

会
、
経
済
、
文
化
、
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る

分
野
の
活
動
に
積
極
的
に
参
加
す
る
意
欲

を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
設
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

【
第
31
回
山
口
県
障
害
者
芸
術
文
化
祭
の
応

募
作
品
の
展
示
】

▼
期
間

11
月
25
日
（
火
）
〜
12
月
４
日

（
木
）（
12
月
１
日
（
月
）
は
休
み
）

▼
場
所

県
政
資
料
館
（
滝
町
１
‐
１
）

【
ス
テ
ー
ジ
部
門
発
表
、
入
賞
作
品
表
彰
式
】

▼
日
時

12
月
６
日
（
土
）
９
時
45
分
〜

12
時

▼
場
所

カ
リ
エ
ン
テ
山
口
（
湯
田
温
泉

五
丁
目
１
‐
１
）

問

障
が
い
福
祉
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

２
７
９
４
、

０
８
３
‐
９
３
４
‐

４
１
４
２

高
齢
者
虐
待
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う

高
齢
者
虐
待
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う

高
齢
者
の
人
権
を
守
る
た
め
に
は
、

「
虐
待
」
へ
の
理
解
と
対
応
が
大
切
で
す
。

特
に
高
齢
者
を
介
護
す
る
ご
家
族
の
負

担
は
大
き
く
、
介
護
疲
れ
や
孤
立
感
等
か

ら
状
況
が
深
刻
化
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
虐
待
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
れ
た



3 市報やまぐち　2025 年（令和 7年）11 月 15日号

記号例　　　場所　　　申し込み　　　問い合わせ ●料金や申し込みは必要な場合のみ本文中に記載しています。所 問申

ら
、
お
住
ま
い
の
地
域
を
担
当
す
る
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
相
談
・
通
報
さ
れ
た
方
の
個
人
情
報

は
守
ら
れ
ま
す
。

問

基
幹
型
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
市

内
全
域
）
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

２
７
５
８
、
ま
た
は
各
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー

県
民
手
帳
を
販
売
し
ま
す

県
民
手
帳
を
販
売
し
ま
す

県
勢
情
報
や
日
常
生
活
に
役
立
つ
情
報

が
満
載
の
便
利
な
手
帳
で
す
。

▼
販
売
期
間

11
月
14
日
（
金
）
〜
令
和

８
年
１
月
20
日
（
火
）

▼
販
売
場
所

デ
ジ
タ
ル
推
進
課
、
各
総

合
支
所
地
域
振
興
課
、
各
地
域
交
流
セ

ン
タ
ー
（
次
は
除
く
。
大
殿
、
白
石
、

湯
田
、
小
郡
、
秋
穂
、
阿
知
須
、
徳
地
、

阿
東
）
お
よ
び
分
館

▼
販
売
価
格

１
冊
６
６
０
円

▼
大
き
さ

８
×
14
㎝

問

デ
ジ
タ
ル
推
進
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４

‐
２
７
４
８
、
ま
た
は
最
寄
り
の
販
売
所

水
道
管
の
冬
支
度
を

水
道
管
の
冬
支
度
を

気
温
が
氷
点
下
に
な
る
と
、
水
道
管
や

蛇
口
の
中
の
水
が
凍
り
、
器
具
が
破
損
し

た
り
、
ひ
び
割
れ
た
り
し
ま
す
。
露
出
し

た
水
道
管
や
蛇
口
に
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
等

の
カ
バ
ー
を
し
て
、
凍
結
防
止
に
努
め
ま

し
ょ
う
。
水
道
管
や
蛇
口
が
凍
結
し
破
損

し
た
と
き
は
、元
栓
（
止
水
栓
、内
バ
ル
ブ
）

を
締
め
て
、
左
記
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問

上
下
水
道
局
水
道
整
備
課
☎
０
８
３

‐
９
３
３
‐
６
６
７
０
、
南
部
上
下
水

道
事
務
所
☎
０
８
３
‐
９
７
３
‐

８
１
８
４
、
阿
東
簡
易
水
道
事
務
所
☎

０
８
３
‐
９
５
６
‐
０
９
８
１
、
ま
た

は
上
下
水
道
局
指
定
工
事
事
業
者

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
か
ら
の

お
知
ら
せ

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
か
ら
の

お
知
ら
せ

【
電
話
の
回
線
を
変
え
る
と
安
く
な
る
？
】

「
電
話
代
が
安
く
な
る
、
今
な
ら
工
事

費
が
無
料
」
と
言
っ
て
、
電
話
回
線
を
変

更
さ
せ
る
電
話
が
あ
っ
た
と
い
う
相
談
が

増
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
電
話
回
線
を
変

更
し
た
ら
、
契
約
会
社
が
別
の
会
社
に
変

わ
っ
て
い
た
と
い
う
相
談
も
あ
り
ま
す
。

勧
誘
の
電
話
が
あ
っ
て
も
す
ぐ
に
承
諾
し

な
い
で
、
家
族
・
知
人
な
ど
に
相
談
し
ま

し
ょ
う
。
不
安
に
感
じ
た
ら
消
費
生
活
セ

ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
☎
０
８
３
‐

９
３
４
‐
７
１
７
１

12
月
４
日
〜
10
日
は
「人
権
週
間
」

12
月
４
日
〜
10
日
は
「人
権
週
間
」

一
人
ひ
と
り
が
人
権
を
尊
重
す
る
こ
と

の
重
要
性
を
正
し
く
認
識
し
、
他
人
の
人

権
に
も
十
分
配
慮
し
た
行
動
を
取
り
ま

し
ょ
う
。

【
「差
別
解
消
３
法
」
を
ご
存
じ
で
す
か
】

平
成
28
年
に
差
別
を
解
消
す
る
こ
と
を

目
的
に
、
い
わ
ゆ
る
差
別
解
消
3
法
「
障

害
者
差
別
解
消
法
」、「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ

解
消
法
」、「
部
落
差
別
解
消
推
進
法
」
が

施
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
法
律
を
き
っ
か

け
に
、「
か
け
が
え
の
な
い
命
」
を
大
切

に
す
る
「
思
い
や
り
の
心
」
を
育
て
て
、

平
和
で
豊
か
な
社
会
を
実
現
し

ま
し
ょ
う
。
詳
細
は
下
の
二
次

元
コ
ー
ド
参
照
。

問

み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番
☎
０
５
７
０

‐
０
０
３
‐
１
１
０
、
子
ど
も
の
人
権

１
１
０
番

０
１
２
０
‐
０
０
７
‐

１
１
０
、
外
国
語
人
権
相
談
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
‐
０
９
０
‐
９
１
１

※
法
務
局
で
常
時
開
設
し
て
い
る
専
用
相

談
電
話
で
す
。
相
談
費
用
は
無
料
で
、

秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

女
性
に
対
す
る
暴
力
を

な
く
す
運
動

女
性
に
対
す
る
暴
力
を

な
く
す
運
動

11
月
12
日
（
水
）
か
ら
25
日
（
火
）
は

「
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動
」
の

実
施
期
間
で
す
。
配
偶
者
等
か
ら
の
暴
力
、

性
犯
罪
・
性
暴
力
等
、
女
性
に
対
す
る
暴

　虐待というとひどい暴力などがイメージさ
れますが、殴る、怒鳴るの他にも世話の放棄
や本人のお金を勝手に使う等、日常生活の中
に潜んでいることがあります。障がい者に対
する虐待はその権利や尊厳を害するものであ
り、自立と社会参加の大きな妨げとなります。
地域の皆さんが「見逃さない・見過ごさない」
意識を持って虐待防止に取り組むことが大切
です。
　虐待かもしれないと思われたら、障がい者
虐待防止センターにご相談ください。通報さ
れた方の個人情報は守られます。

障がい者虐待を防ぎましょう障がい者虐待を防ぎましょう

障がいを知り
　 共に生きる障がいを知り

問 障がい者虐待防止センター
　（障がい者基幹相談支援センター）
　☎ 083-934-2988 083-934-4142

飲酒運転を絶対に
しない、 させない

12月 10日�～ 1月3日

年  末  年  始  の

交通安全県民運動

12月 10日�～ 1月3日
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力
は
、
人
権
を
著
し
く
侵
害
す
る
も
の
で

あ
り
、
決
し
て
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
傷
つ
い
た
こ
と
や
不
安
な
こ
と

が
あ
れ
ば
、
ひ
と
り
で
悩
ま
な
い
で
、
ま

ず
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
８
３
‐
９
３
４

‐
２
７
４
３

▼
相
談
日
時

火
〜
土
曜
10
時
〜
16
時
（
祝

日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

※
面
接
相
談
は
事
前
に
電
話
で
ご
予
約
く

だ
さ
い
。

問
申
所

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
（
中
央

二
丁
目
５
‐
１
）
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

２
８
４
１

資
源
物
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は

ご
み
捨
て
場
で
は
あ
り
ま
せ
ん

資
源
物
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は

ご
み
捨
て
場
で
は
あ
り
ま
せ
ん

市
内
6
カ
所
に
あ
る
資
源
物
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
で
違
反
ご
み
の
排
出
が
多
発
し
て
お
り
、

違
反
ご
み
の
分
別
、
処
理
に
多
大
な
労
力
と

費
用
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。
ル
ー
ル
を
守
っ

て
正
し
く
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

【
持
ち
込
め
な
い
も
の
】

×
資
源
物
以
外
の
も
の

燃
や
せ
る
ご
み
、
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
、
燃

や
せ
な
い
ご
み
、
金
属
・
小
型
家
電
製
品
、

粗
大
ご
み

×
汚
れ
て
い
る
資
源
物

×
小
型
充
電
式
電
池
、
モ
バ
イ
ル
バ
ッ
テ

リ
ー

×
ボ
タ
ン
電
池
、
コ
イ
ン
電
池

×
電
子
た
ば
こ
、
加
熱
式
た
ば
こ

×
中
身
が
見
え
な
い
袋
に
入
っ
て
い
る
も
の

ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
の

デ
ザ
イ
ン
を
変
更
し
ま
す

ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
の

デ
ザ
イ
ン
を
変
更
し
ま
す

令
和
８
年
度
版
か
ら
１
ペ
ー
ジ
に
２
カ

月
分
の
カ
レ
ン
ダ
ー
を
表
示
す
る
よ
う
デ

ザ
イ
ン
を
変
更
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
よ

り
、
ペ
ー
ジ
数
が
８
ペ
ー
ジ
減
り
、
自
治

会
を
通
じ
て
行
う
配
布
時
の
負
担
軽
減
や

ご
み
減
量
化
に
つ
な
が
り
ま
す
。

詳
細
は
下
の
二
次
元
コ
ー
ド
参

照
。

問

資
源
循
環
推
進
課
☎
０
８
３
‐
９
４
１

‐
２
１
８
５

市
営
住
宅
等
入
居
者
募
集

市
営
住
宅
等
入
居
者
募
集

▼
募
集
団
地

【
市
営
住
宅
】

（
山
口
）
…
下
田
・
折
本
・
東
山
・
中

園
町
・
矢
原
・
錦
町
・
三
和
町
第
５
、

（
南
部
）
…
新
山
口・円
座・東
津
、（
徳

地
）
…
堀
・
三
谷
川
、（
阿
東
）
…
長

沢
・
岡

※
単
身
申
込
可
能
住
戸

右
記
の
う
ち
、（
山
口
）
…
東
山
・
中

園
町・矢
原・錦
町・三
和
町
第
５
、（
徳

地
）
…
堀
・
三
谷
川
、（
阿
東
）
…
岡

【
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
】

（
山
口
）
…
佐
山
、（
南
部
）
…
下
村
・

飛
石

【
地
域
優
良
賃
貸
住
宅
】

（
南
部
）
…
飛
石

▼
募
集
要
項
等
の
配
布

11
月
17
日
（
月
）
〜
28
日
（
金
）

▼
申
込
資
格

(
す
べ
て
に
該
当
す
る
こ
と
)

住
宅
に
困
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な

方
／
原
則
、
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族

等
が
い
る
方
／
条
例
で
定
め
る
収
入
基

準
に
該
当
す
る
方
／
申
込
者
、
同
居
し

よ
う
と
す
る
親
族
等
が
暴
力
団
員
で
な

い
こ
と

▼
抽
選
日

12
月
５
日
（
金
）

※
申
し
込
み
の
な
か
っ
た
住
宅
は
、
12
月

12
日
（
金
）
か
ら
随
時
募
集
申
込
開
始

▼
入
居
時
期

令
和
８
年
１
月
13
日（
火
）〜

26
日
（
月
）

問
申

11
月
17
日
（
月
）
〜
28
日
（
金
・
消

印
有
効
）
に
、
持
参
ま
た
は
郵
送
で
、

所
定
の
様
式
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
建
築
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

２
８
４
３

※
様
式
は
建
築
課
ま
た
は
各
土
木
事
務
所

等
で
配
布

募
集

▲令和８年度版 ごみ収集カレ
ンダーのデザイン

本市では、地域が抱える課題等に関する公
民連携の取り組みとして、ふるさと納税制度
を通じた支援を行います（※詳細は下の二次
元コード参照）。
※山口市民も寄附可能です。
※返礼品はありません。

問環境衛生課☎ 083-934-2690

動物愛護への
支援をしませんか？

ふるさと納税を通じて

【動物愛護への支援】

　飼い主のいない猫（野良
猫）に不妊・去勢手術を施
し、生活環境被害を低減さ
せ、生きていけない不幸な
命を増やさないために、寄
附額のうちの５割を限度
に、個人や団体、地域等が
行う不妊・去勢手術費の補
助に活用します。




